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Ｑ６ 児童・生徒指導における「チームによる支援」について教えてほしい。

Ａ： チームによる支援とは、問題を抱える個々の児童生徒について、校内の複数の教職員

やスクールカウンセラーなどがチームを編成して児童生徒を指導・援助し、また、家庭

への支援も行い問題解決を行うものである。チームによる支援を行うためには、教職員

間で指導の在り方について共通理解をもつとともに、チームとして協働して解決に取り

組もうとする教職員の意識が重要であり、校務分掌の明確化や全校指導体制の確立、研

修の実施等が欠かせない。

以下、生徒指導の組織・体制の考え方を踏まえた上で、問題行動等への対応として有

効なチームによる支援の進め方について述べる。それぞれの詳しい内容については、『生

徒指導提要』（2010.3 文部科学省）「第６章 生徒指導の進め方 第１節 組織的対応

と関係機関等との連携 １ チームによる支援」を参照されたい。

１ チームによる支援の基本的な考え方

（１）チームによる支援の意義

児童生徒の問題行動等の背景には、家庭環境をはじめとする児童生徒を取り巻く様々な環

境が影響を及ぼしている事例も少なくない。そのような事例に対応するためには、家庭に働

きかける必要もあり、どのように対応してよいのか学級担任だけで悩んで躊躇しているうち

に事態が深刻になるというようなことは避けなくてはならない。そのためには、いち早く学

校内で情報を共有し、チームを組み、早期から対応していくことが大切である。

【チームによる支援の種類】

校 内 連 携 型…校内の複数の教職員が連携して援助チームを編成して問題解決を行う。

ネットワーク型…学校と教育委員会、関係機関等がそれぞれの権限や専門性を生かして問

題解決を行う。

緊 急 支 援 型…自殺、殺人、性被害、深刻な児童虐待、薬物乱用など、学校や地域に重

（危機対応型） 大な混乱を生じる事態に対して、緊急対応を行う。

（２）情報共有とケース会議

問題行動等の解決のためには、児童生徒の生活全般に関する情報、家庭環境・生活に関す

る情報、成育や発達、心理・医療に関する情報など様々な側面から総合的に検討するための

多くの情報が必要となる。それらの情報を円滑に共有し、合理的かつ効率的な対応ができる

ようにすることが大切である。そのための有効な手段としてケース会議がある。

【ケース会議】

「事例検討会」や「ケースカンファレンス」とも言われ、解決すべき問題や課題のある

事例を個別に深く検討することによって、その状況の理解を深め対策を考える方法。

・児童生徒が抱える課題について、本人とその環境に関する様々な情報を収集・共有する。

・課題の背景や原因を分析し、その事案（ケース）の総合的な見立て（アセスメント）を行う。

・対応の目標の設定、役割分担を内容とする援助・支援計画を具体的に協議・決定する。

ケース会議の参加者は、担任や生徒指導主事を核としながら、校長、教頭、必要に応じて、

養護教諭、学年主任、スクールカウンセラーなど、学校の状況やケースによって異なる。

２ 個別の事案に応じたチームによる支援体制の確立

（１）チームによる支援の検討

児童生徒の問題行動等の兆候が見られた場合や、実際に問題行動等が生じた場合に、学級
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担任だけで対応できるのか、担任の所属する学年団で対応できるのか、あるいは担任と学年

の生徒指導担当・生徒指導主事・養護教諭などの複数の教職員でチームを編成して対応した

ほうがよいのか、生徒指導委員会等を開催して迅速に判断する。

チームによる支援が必要と判断した場合は、個々のケースごとに、ケース会議を開催し、

問題状況の把握や解決のための支援計画を作成できるようにしておく。チームによる支援を

行う場合には、教職員、保護者、教育委員会、関係機関等や地域との連絡・調整役（コーデ

ィネーター）が必要となる。調整役は、専門的な知識、スキル、経験等を有する児童指導主

任・生徒指導主事や管理職、養護教諭などが務める。

（２）多様な人材の活用

チームによる支援を行う場合は、スクールカウンセラー、相談員、支援員等を有効に活用

する。また、ネットワーク型や緊急支援型のチームによる支援の場合は、関係機関や専門家

などに協力や助言を得て、多様な専門的見地から問題を分析する。

３ チームによる支援のプロセス

チームによる支援のプロセスは、アセスメント、個別の支援計画の作成、チームによる支

援の実施、評価が終結に至るまで繰り返される。

１ チームによる支援の要請

深刻な問題行動や特別な支援を要する児童生徒の問題解決について、担任や保護
者等から相談や要望があった場合、生徒指導委員会などの校内委員会でチームによ

る支援が必要かどうかを検討する。

２ アセスメントの実施

関係する複数の教職員等が参加して、ケース会議を開催し、当該児童生徒に関す
る情報収集・分析を行い、支援の暫定的な目標や方法を検討する。

３ 個別の支援計画の作成

アセスメントに基づいて、問題解決のための具体的な個別の支援計画を作成する。
「何を目標に（長期目標と短期目標）、だれが（支援担当者や支援機関）、どこで（支

援場所）、どのような支援を（支援内容や方法）、いつまで行うか（支援期間）」を

記載した個別の支援計画を作成するとともに支援目標を達成するためのチームを編

成する。個別の支援計画については、関係する委員会、部門、学年にも周知し、共

通理解を図り、連携・協力体制をつくっておく。

４ チームによる支援の実践

個別の援助・支援計画に基づいてチームによる援助・支援を実施する。コーディ
ネーターが中心となって、定期的にケース会議を開催する。ケース会議では、メン

バーの支援行為、児童生徒や保護者の反応・変化についての経過報告を行い、目標

達成の進捗状況を把握する。特に、効果的な援助・支援については継続・発展させ

そうでない援助・支援については廃止・改善する必要がある。会議を円滑に運営す

るため、支援状況を簡潔に一定の書式で記録できるシート類を作成しておくとよい。

５ チームによる支援の評価

個別の支援計画で設定した長期的、短期的な支援目標の達成状況について学期末
や学年末に総括的評価を行うことが必要である。総括的評価から目標達成に困難が

予想される場合は、再度アセスメントを行い、個別の支援計画を再度作成して、チ

ームによる支援の在り方を見直す。

６ チームによる支援の終結

個別の支援計画の目標が達成されたと判断された場合は、チーム支援を終結する。


